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配信日 平成３１年２月２６日

悪質な訪問購入 ～勧誘はキッパリ断る～ 

〈 内 容 〉 

昨日突然、「古い衣類などを買い取る」と業者から電話があったので、訪問を了承した。訪ね

てきた業者に使わない着物や洋服を見せたところ、「それはお金にならない」と断られ、「他に何

かないか」と言う。「探せない」と伝えると、業者は「自分で探す」と無断で２階に上がってい

った。そして貴金属を見つけ、私に１万円を渡して持ち去った。怖かったので何も言えなかった。

名刺はもらっておらず業者名もわからない。（７０代、女性） 

★ 消費生活センターからのアドバイス 

●訪問購入に関しては、トラブル防止のため２０１３年に業者の飛び込み勧誘の禁止やクーリン

グオフ（無条件契約解除）の適用などの法改正が行われました。 

●飛び込み勧誘は、消費者から勧誘の要請がないのに突然訪問して勧誘すること。▷ 査定だけを

依頼したのに勧誘された ▷ 業者名、買い取り物品の種類、勧誘目的を明示しないで勧誘された

▷ 断っているのに再勧誘された－などの場合も該当します。 

●クーリングオフは、業者から契約書面を受け取ってから８日間は無条件で契約を解除できる制

度です。訪問購入については、クーリングオフ期間内は、売った物品を業者に引き渡す必要も

なく、さらに物品の引き渡しを受けた業者に対しては転売などに規定が設けられています。 

●不要な訪問購入の勧誘はキッパリと断りましょう。貴金属やブランド品などをむやみに業者に

触らせてはいけません。また、売却した場合は、必ず業者に契約書面の交付を求めてください。

※ おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの「消費生活センター」または

「各市町相談窓口」にご相談ください。 
 

★ おかしいと思ったら、一人で悩まず 早めに相談を 
長崎県消費生活センター ０９５－８２４－０９９９ 

[相談受付時間] 平日（月～金曜日） … 午前９時～午後５時（１２時～１３時を除く）
 

全国共通ダイヤル ☎１８８ （イヤヤ！） 
 

長崎市消費者センター              対馬市消費生活相談所 

（０９５－８２９－１２３４）            （０９２０－５２－８３２２） 

佐世保市消費生活センター           壱岐市消費生活センター 

（０９５６－２２－２５９１）            （０９２０－４８－１１３５） 

島原市消費生活センター                五島市消費生活センター 

（０９５７－６２－９１００）            （０９５９－７２－６１４４）  

諫早市消費生活センター                西海市消費生活センター 

（０９５７－２２－３１１３）            （０９５９－３７－０１４５）   

大村市消費生活センター                雲仙市消費生活センター 

（０９５７―５２―９９９９）            （０９５７―３８－７８３０） 

平戸市消費生活センター             南島原市消費生活センター 

（０９５０―２２―４２２２）           （０９５７－８２－３０１０） 
松浦市消費生活センター 

     （０９５６－７２－１８６１）         ※ 各町にも相談窓口があります 

警戒情報 


